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鳴子国道維持出張所
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仙台河川国道事務所 鳴子国道維持出張所は、宮城47号のうち国道４号との交差点

から山形県境までの宮城県分を維持管理しています。みやぎの「かわとみち」情報

が満載！

仙台河川国道事務所ホームページはこちら →  http://www.thr.mlit.go.jp/sendai

令和４年11月7日に国道47号の冬期交通確

保の安全を祈願して、鳴子除雪ステーション

にて除雪出動式を行いました。降雪時には、

安全運転を心がけて頂きますようお願い致し

ます。

またお出かけの際は、下記の道路状況シス

テムや、気象情報をご活用ください。

http://www1a.thr.mlit.go.jp/Bumon/J74101/livecamera/index.html
http://cdn.micosfit.jp/thrmlit_seppyo_ippan/

